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１【提出理由】

　2019年12月４日開催の当行臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ

ります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2019年12月４日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

適切な人材の確保を容易にするとともに、取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できる

ようにするため、会社法第426条第１項の規定に基づく取締役および監査役の責任免除の定め、なら

びに、会社法第427条第１項の規定に基づく非業務執行取締役および監査役との間の責任限定契約の

定めを新設することとし、現行定款に第32条（取締役の責任免除）および第42条（監査役の責任免

除）を新設したうえで、その他所要の変更を行う。

 

第２号議案　取締役２名選任の件

森田俊平氏及び浅枝芳隆氏を取締役に選任する。

 

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに

当該決議の結果

 

決議事項 賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案

定款一部変更の件
57,907 412 64 （注）１ 可決　99.18

第２号議案

取締役２名選任の件
     

森田　俊平 51,419 7,435 0 （注）２ 可決　87.36

浅枝　芳隆 57,281 1,573 0  可決　97.32

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

３．本株主総会に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、閉会後における当該株

主からの議決権行使結果の確認票の提出に基づくもの。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　該当事項なし。

 

以　上
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